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⑴　常時使用する従業員の数が80人以上（新潟県においては、50人以上とする。）である事業所

⑵　常時使用する従業員が80人未満（新潟県においては、50人未満とする。）であって、就職差

　別事件又はこれに類する事象を惹起した事業所




